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   柏 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 施 設 等 改 造 等 補 助 金 交 付 要 綱  

 

               制 定  平 成 １ ５ 年  ４ 月  １ 日  

               施 行  平 成 １ ５ 年  ４ 月  １ 日  

 

 （ 目 的 等 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 若 し く は 障 害 児 通 所

支 援 事 業 所 に 係 る 施 設 改 造 等 を 行 う も の に 対 し ， 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス 施 設 等 改 造 等 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ

と に よ り ， 障 害 者 及 び 障 害 児 の 福 祉 の 増 進 に 資 す る こ と を 目 的 と

す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 に 関 し て は ， 柏 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ６ ０ 年

柏 市 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） そ の 他 法 令 等 に 定 め

る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (1) 障 害 者  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る

た め の 法 律 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 障 害 者 を い う 。  

 (2) 障 害 児  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ４ 条 第

２ 項 に 規 定 す る 障 害 児 を い う 。  

 (3) 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所  法 第 ５ 条 に 規 定 す る 事 業 所 で あ っ

て ， 生 活 介 護 ， 短 期 入 所 ， 自 立 訓 練 生 活 介 護 ， 短 期 入 所 ， 自

立 訓 練 ， 就 労 移 行 支 援 ， 就 労 継 続 支 援 及 び 共 同 生 活 援 助 に 係

る も の を い う 。  

 (4) 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所  児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ２ の ２ に 規 定 す

る 事 業 所 で あ っ て ， 児 童 発 達 支 援 ， 医 療 型 児 童 発 達 支 援 ， 放

課 後 デ イ サ ー ビ ス 及 び 医 療 型 児 童 発 達 支 援 に 係 る も の を い う 。  

 (5) 基 準  次 に 掲 げ る 施 設 の 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ に 定 め る 基 準

を い う 。  

ア  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 に 係 る 施 設  柏 市 指 定 障 害 福 祉
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サ ー ビ ス 事 業 等 人 員 設 備 運 営 基 準 等 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 柏 市 条

例 第 ４ ４ 号 ） 又 は 柏 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 設 備 運 営 基 準 条

例 （ 平 成 ２ ４ 年 柏 市 条 例 第 ４ ６ 号 ） に 定 め る 施 設 に 関 す る 基

準  

イ  障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 に 係 る 施 設  児 童 福 祉 法 に 基 づ く

指 定 通 所 支 援 の 事 業 の 人 員 ， 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平

成 ２ ４ 年 厚 生 労 働 省 令 第 １ ５ 号 ） に 定 め る 児 童 発 達 支 援 ， 医

療 型 児 童 発 達 支 援 及 び 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の 事 業 に 係 る 施

設 に 関 す る 基 準  

 (6) 施 設 改 造 等  次 に 掲 げ る 建 築 等 （ 自 己 所 有 物 件 に 係 る も の に

限 る 。 ） で あ っ て ， 当 該 建 築 等 後 の 施 設 が 基 準 を 満 た す も の

を い う 。  

ア  新 た な 施 設 の 建 築  

イ  既 存 建 物 に お い て ， 定 員 の 増 員 や 利 用 者 の 特 性 に 応 じ 必

要 な 設 備 の 整 備 を 図 る た め に 行 う 改 築 等 （ 以 下 「 改 築 等 」 と

い う 。 ）  

 （ 対 象 法 人 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と の で き る も の は ， 次 の い ず れ か

に 該 当 す る も の と す る 。  

 (1) 現 に 柏 市 内 に お い て ， 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 若 し く は 障 害

児 通 所 支 援 事 業 所 を 設 置 し て い る 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法

律 第 ４ ５ 号 ） 第 ２ ２ 条 に 規 定 す る 社 会 福 祉 法 人  

 (2) 現 に 柏 市 内 に お い て ， 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 若 し く は 障 害

児 通 所 支 援 事 業 所 を 設 置 し て い る 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平

成 １ ０ 年 法 律 第 ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活

動 法 人  

 (3） 現 に 柏 市 内 に お い て ， 社 会 福 祉 法 第 ２ 条 に 規 定 す る 授 産 施 設 ，  

  児 童 福 祉 法 第 ３ ９ 条 に 規 定 す る 保 育 所 及 び 就 学 前 の 子 ど も に 関  

  す る 教 育 ， 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 (平 成 １  

  ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 )第 ２ 条 に 規 定 す る 認 定 こ ど も 園 を 運 営 す る  

  社 会 福 祉 法 人 ， 特 定 非 営 利 活 動 法 人 及 び 私 立 学 校 法  (昭 和 ２ ４  

  年 法 律 第 ２ ７ ０ 号 ） に 規 定 す る 学 校 法 人 （ 既 存 事 業 を 所 管 す る  

  部 署 の 了 承 を 得 て ， 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 又 は 障 害 児 通 所 支  
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  援 事 業 所 を 設 置 す る 場 合 に 限 る 。 ）  

 (4)  そ の 他 市 長 が 認 め る も の  

２  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 次 の 各 号 に 掲 げ る

区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 を 経 過 す る ま で は ，

同 一 の 施 設 に 係 る 施 設 改 造 等 に つ い て は ， 対 象 事 業 と し な い 。  

(1) 第 ２ 条 第 ６ 号 ア に 掲 げ る も の  １ ０ 年  

(2) 第 ２ 条 第 ６ 号 イ に 掲 げ る も の  ５ 年  

 （ 補 助 金 の 額 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は ， 対 象 事 業 に 要 す る 工 事 費 の ２ 分 の １ 以 内 の

額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は ， そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 補 助 金 の 額 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 対

象 事 業 の 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 限 度 と す る 。  

(1) 第 ２ 条 第 ６ 号 ア に 掲 げ る も の  １ ０ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 (2) 第 ２ 条 第 ６ 号 イ に 掲 げ る も の  ２ ， ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 （ 申 請 書 添 付 書 類 ）  

第 ５ 条  規 則 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る 書 類 は ， 次 に 掲 げ る も の

と す る 。  

 (1) 施 設 改 造 等 の 箇 所 に 係 る 当 該 施 設 改 造 等 の 前 の 写 真  

(2) 施 設 改 造 等 に 係 る 建 物 の 登 記 事 項 関 係 書 類  

 (3) 施 設 改 造 等 に 係 る 資 金 計 画 書  

(4) 施 設 改 造 等 に 係 る 建 物 の 当 該 施 設 改 造 等 前 の 図 面 及 び 当 該 施

設 改 造 等 後 の 図 面 （ 縮 尺 の あ る も の に 限 る 。 ）  

(5) 施 設 改 造 等 を 行 う こ と に つ い て 法 人 理 事 会 等 が 行 っ た 承 認 等

に 係 る 会 議 録  

(6) ３ 者 以 上 の 者 か ら 徴 取 し た 施 設 改 造 等 に 係 る 工 事 請 負 契 約 に

係 る 見 積 書  

(7) 施 設 改 造 等 に 係 る 設 計 の 内 訳  

 (8) 施 設 改 造 等 に 係 る 工 事 の 領 収 書 の 写 し  

(9) 施 設 改 造 等 の 箇 所 に 係 る 当 該 施 設 改 造 等 の 後 の 写 真  

(10) 施 設 改 造 等 に 係 る 工 事 請 負 契 約 書  

２  市 長 は ， 前 項 の 添 付 書 類 の 全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が あ る 。  
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（ 交 付 の 条 件 ）  

第 ６ 条  規 則 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 補 助 事 業 等 の 完 了 後 に お い て

も 従 う 事 項 は ， 補 助 金 の 交 付 を 受 け て 行 っ た 施 設 改 造 等 に 係 る 障

害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 若 し く は 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 の 運 営 を ，

要 綱 第 ２ 条 第 ６ 号 ア に 掲 げ る も の は １ ０ 年 以 上 ， 要 綱 第 ２ 条 第 ６

号 イ に 掲 げ る も の は ５ 年 以 上 行 う こ と と す る 。  

  た だ し ， 本 要 綱 第 ３ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 定 め る 期 間 に 満 た な い 場

合 に お い て も ， 補 助 金 等 の 交 付 の 目 的 や 当 該 財 産 等 の 耐 用 年 数 を

経 過 し た 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

 （ 標 準 処 理 期 間 ）  

第 ７ 条  申 請 書 の 提 出 か ら 補 助 金 の 交 付 の 可 否 の 決 定 ま で に 要 す る

標 準 的 な 期 間 は ， ３ ０ 日 と す る 。  

 （ 概 算 払 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 補 助 金 を 概 算 払 に よ

り 交 付 す る こ と が あ る 。  

 （ 補 則 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定

め る ｡ 

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 〔 題 名 改 正 〕  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 柏 市 心 身 障 害 者 居 宅 支 援 施 設

改 造 等 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 交 付 を 受 け た 補 助 金 は ， 改 正 後 の

柏 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 施 設 改 造 等 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 交 付 を

受 け た 補 助 金 と み な す 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 柏 市 知 的 障 害 者 生 活 ホ ー ム 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 廃 止 ）  

２  柏 市 知 的 障 害 者 生 活 ホ ー ム 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ３ 年 １
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０ 月 １ 日 制 定 ） は ， 廃 止 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 柏 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 施 設 改

造 等 補 助 金 交 付 要 綱 又 は 柏 市 知 的 障 害 者 生 活 ホ ー ム 整 備 費 補 助 金

交 付 要 綱 に 基 づ き 交 付 を 受 け た 補 助 金 は ， 改 正 後 の 柏 市 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 施 設 改 造 等 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 交 付 を 受 け た 補 助 金

と み な す 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 〔 題 名 改 正 〕  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ ９ 日 よ り 施 行 し ， 令 和 ４ 年 ９ 月 ２

２ 日 か ら 遡 っ て 適 用 す る 。  

   附 則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  


